
発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(49／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(50／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(51／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(52／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(53／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(54／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(55／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(56／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(57／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(58／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(59／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(60／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(61／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(62／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(63／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(64／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(65／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(66／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(67／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(68／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(69／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(70／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(71／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(72／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(73／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(74／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(75／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(76／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(77／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 

 

405



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(78／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(79／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(80／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(81／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(82／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(83／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(84／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(85／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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令和４年５月 25 日 Ｒ５ 

 

 

 

 

別紙４－４ 
 

 

 

波及的影響に係る基本方針 
 

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章立ての違いによる記載位置の違いによる

差異 
二重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(1／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
 Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針 

 

目 次 

 

1. 概要 

2. 基本設計 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針 

 3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点 

 3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計 

 3.3 接続部の観点による設計 

3.4 損傷，転倒及び落下の観点による建屋内施設の設計 

3.5 損傷，転倒及び落下の観点による建屋外施設の設計 

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

4.1 不等沈下又は相対変位の観点 

4.2 接続部の観点 

4.3 建屋内施設の損傷，転倒及び落下の観点 

4.4 建屋外施設の損傷，転倒及び落下の観点 

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針 

5.1 耐震評価部位 

5.2 地震応答解析 

5.3 設計用地震動又は地震力 

5.4 荷重の種類及び荷重の組合せ 

5.5 許容限界 

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 

 

Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針 

 

目 次 

 

1. 概要  

2. 基本方針  

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針  

3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点  

3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計  

3.3 接続部の観点による設計  

3.4 損傷，転倒及び落下等の観点による建屋内施設の設計  

3.5 損傷，転倒及び落下等の観点による建屋外施設の設計  

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設  

4.1 不等沈下又は相対変位の観点  

4.2 接続部の観点  

4.3 建屋内施設の損傷，転倒及び落下等の観点  

4.4 建屋外施設の損傷，転倒及び落下等の観点  

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針 

5.1 耐震評価部位  

5.2 地震応答解析  

5.3 設計用地震動又は地震力  

5.4 荷重の種類及び荷重の組合せ  

5.5 許容限界  

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 申請書間の整合を

図るため，「Ⅲ－１

－１ 耐震設計の

基本方針」に合わ

せた記載としてお

り，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(2／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  波及的影響に対する考慮 

「3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類」に

おいてＳクラスの施設に分類する施設である耐震重要施設は，

耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によっ

て，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この設計における評価に当たっては，以下の 4つの観点をも

とに，敷地全体及びその周辺を俯瞰した調査・検討を行い，各

観点より選定した事象に対する波及的影響の評価により波及的

影響を考慮すべき施設を抽出し，耐震重要施設の安全機能への

影響がないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，原子力施設の地震被害情報から新たに検討すべき事項

が抽出された場合には，これを追加する。 

 

 

1. 概要 

本資料は，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「3.3 波及的影響に

対する考慮」に基づき，安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設

の耐震設計を行うに際して，波及的影響を考慮した設計の基本的な考え

方を説明するものである。 

本資料の適用範囲は，安全機能を有する施設のうち耐震重要施設及び

重大事故等対処施設のうち常設耐震重要重大事故等対処施設である。 

 

2. 基本方針 

安全機能を有する施設のうち耐震重要施設及び重大事故等対処施設

のうち常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設（以下「上位クラス施設」という。）は，下位クラス施設の波及的影

響によって，それぞれその安全機能を損なわないように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針 

3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点 

波及的影響を考慮した施設の設計においては，「加工施設の位置、構造

及び設備の基準に関する規則の解釈別記３」(以下「別記３」という。)

に記載の以下の4つの観点で実施する。 

また，本方針における常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される

重大事故等対処施設に対する波及的影響については，別記３における

「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重

大事故等対処施設」に，「安全機能」を「重大事故等に対処するために必

要な機能」に読み替えて適用する。 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈

下による影響 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 

 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重

要施設への影響 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重

要施設への影響 

 

また，原子力施設情報公開ライブラリ(NUCIA：ニューシア)から，原子

力施設の地震被害情報を抽出し，その要因を整理する。地震被害の発生

要因が別記３(1)～(4)の検討事項に分類されない要因については，その

要因も設計の観点に追加する。 

 

 

以上の(1)～(4)の具体的な設計方法を以下に示す。 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」の

「3.3 波及的影響に対する考慮」に基づき，設計基準対象施設及

び重大事故等対処施設の耐震設計を行うに際して，波及的影響を

考慮した設計の基本的な考え方を説明するものである。 

本資料の適用範囲は，設計基準対象施設及び重大事故等対処施

設である。 

 

2. 基本方針 

設計基準対象施設のうち耐震重要度分類のＳクラスに属する施

設（以下「Ｓクラス施設」という。），重大事故等対処施設のうち常

設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備並びにこ

れらが設置される常設重大事故等対処施設（以下「ＳＡ施設」とい

う。）は，下位クラス施設の波及的影響によって，それぞれその安

全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない

ように設計する。 

 

 

 

 

 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針 

3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点 

Ｓクラス施設の設計においては，「設置許可基準規則の解釈別記

2」（以下「別記2」という。）に記載の以下の4つの観点で実施する。 

 

ＳＡ施設の設計においては，別記2 における「耐震重要施設」

を「ＳＡ施設」に，「安全機能」を「重大事故等に対処するために

必要な機能」に読み替えて適用する。 

 

 

① 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又

は不等沈下による影響 

② 耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部における相

互影響 

③ 建屋内における下位のクラスの施設の損傷，転倒及び落下

等による耐震重要施設への影響 

④ 建屋外における下位のクラスの施設の損傷，転倒及び落下

等による耐震重要施設への影響 

 

また，上記①～④以外に設計の観点に含める事項がないかを確

認する。原子力発電情報公開ライブラリ（NUCIA：ニューシア）か

ら，原子力発電所の被害情報を抽出し，その要因を整理する。地震

被害の発生要因が「別記2」①～④の検討事項に分類されない要因

については，その要因も設計の観点に追加する。 

 

以上の①～④の具体的な設計方法を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「Sクラスの施

設」及び「重大事

故等対処施設」を

まとめて「上位ク

ラス施設」と定義

したものであり，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 

 MOX 燃料加工施設

には，常設重大事

故等緩和設備の分

類がないため記載

しない。 

 波及的影響を及ぼ

すおそれのある下

位クラス施設の耐

震評価方針につい

ては，後次回で比

較結果を示す。 

 前後のつながりを

考慮した表現とし

たものであり，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

• 申請書間の整合を

図るため，「Ⅲ－１

－１ 耐震設計の

基本方針」に合わ

せた記載としてお

り，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

• 本内容について

は，補足説明資料

「【耐震機電 03】 

下位クラス施設の

波及的影響の検討

について（建物・

構築物，機器・配

管系）」に示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(3／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は

不等沈下による影響 

 

 

 

 

 

 

ａ．不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う不等沈

下による，耐震重要施設の安全機能への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う下位ク

ラス施設と耐震重要施設の相対変位による，耐震重要施設の安

全機能への影響 

 

3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計 

建屋外に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設を対

象に，別記３(1)「設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位

又は不等沈下による影響」の観点で，上位クラス施設の安全機能及び重大

事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう設計する。 

 

 

 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下により，上位クラス施設の

安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう，

以下のとおり設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の不等沈下

を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配

置するか，下位クラス施設と上位クラス施設の間に波及的影響を防止する

ために，衝突に対する強度を有する障壁を設置する。 

 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性があ

る位置に設置する場合には，不等沈下を起こさない十分な支持牲能をもつ

地盤に下位クラス施設を設置する。下位クラス施設を上位クラス施設に要

求される支持性能が十分でない地盤に設置する場合は，下位クラス施設が

設置される地盤の不等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持

する設計とする。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設が設置される地盤の不

等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。 

 

以上の設計方針のうち，不等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機

能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4．波及的影響の設計対象と

する下位クラス施設」に，その設計方針を「5．波及的影響の設計対象とす

る下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

(2) 建屋間の相対変位による影響 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，上位クラス施設

の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよ

う，以下のとおり設計する。 

 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設と上位クラ

ス施設との相対変位を想定しても，下位クラス施設が上位クラス施設に衝

突しない程度に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上位ク

ラス施設との間に波及的影響を防止するために，衝突に対する強度を有す

る障壁を設置する。 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，下位クラス施設

が上位クラス施設に衝突する位置にある場合には，衝突部分の接触状況の

確認，建屋全体評価又は局部評価を実施し，衝突に伴い，上位クラス施設

について，それぞれその安全機能及び重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれのないよう設計する。 

 

以上の設計方針のうち，建屋全体評価又は局部評価を実施して設計する

下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に，

その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震

設計方針」に示す。 

3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計 

建屋外に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設を対

象に，別記 2①「設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相

対変位又は不等沈下による影響」の観点で，上位クラス施設の安

全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない

よう下位クラス施設を設計する。 

 

 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

下位クラスの施設が設置される地盤の不等沈下により，上位クラ

ス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を

損なわないよう，以下の通り設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の不

等沈下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距

離をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラス施設の間に

波及的影響を防止するために，衝突に対する強度を有する障壁を

設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性

がある位置に設置する場合には，不等沈下を起こさない十分な支

持牲能をもつ地盤に下位クラス施設を設置する。下位クラス施設

を上位クラス施設に要求される支持性能が十分でない地盤に設置

する場合は，下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下を想定

し，上位クラス施設の有する機能を保持する設計とする。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設が設置される地

盤の不等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持する

よう設計する。 

以上の設計方針のうち，不等沈下を想定し，上位クラス施設の有

する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4．波及的影

響の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5．波

及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示

す。 

 

(2) 建屋間の相対変位による影響 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，上位クラ

ス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を

損なわないよう，以下の通り設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設と上

位クラス施設との相対変位を想定しても，下位クラス施設が上位

クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか，

下位クラス施設と上位クラス施設との間に波及的影響を防止する

ために，衝突に対する強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，下位クラ

ス施設が上位クラス施設に衝突する位置にある場合には，衝突部

分の接触状況の確認，建屋全体評価又は局部評価を実施し，衝突

に伴い，上位クラス施設について，それぞれその安全機能及び重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない

よう設計する。 

以上の設計方針のうち，建屋全体評価又は局部評価を実施して設

計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位ク

ラス施設」に，その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする

下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

 

 

 

 

• 下位クラス施設側

の設計だけではな

いため表現を適正

化しており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(4／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影

響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，耐震

重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により，耐震重要施

設の安全機能への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，建屋

内の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による，耐震重要施

設の安全機能への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 接続部の観点による設計 

 

建屋内外に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設を

対象に， 別記３(2)「耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における

相互影響」の観点で，上位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処す

るために必要な機能を損なわないよう下位クラス施設を設計する。 

 

上位クラス施設と下位クラス施設との接続部には，原則，Ｓクラスの隔

離弁等を設置することにより分離し，事故時等に隔離されるよう設計す

る。隔離されない接続部以降の下位クラス施設については，下位クラス施

設が上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，内部流体

の内包機能，機器・配管系の動的機能，構造強度等を確保するよう設計す

る。又は，これらが維持されなくなる可能性がある場合は，下位クラス施

設の損傷と隔離によるプロセス変化により，上位クラス施設の内部流体の

温度及び圧力に影響を与えても，支持構造物を含めて系統としての機能が

設計の想定範囲内に維持されるよう設計する。 

 

 

以上の設計方針のうち，内部流体の内包機能，機器・配管系の動的機能，

構造強度を確保するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設

計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波及的影響の設

計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

3.4 損傷，転倒及び落下の観点による建屋内施設の設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋内に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設を対

象に， 別記３(3)「建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

による耐震重要施設への影響」の観点で，上位クラス施設の安全機能及び

重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう設計する。 

 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の損傷，転

倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離

をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラス施設の間に波及的影響

を防止するために衝突に対する強度を有する障壁を設置する。 

 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性があ

る位置に設置する場合には，上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地

震力に対して，下位クラス施設が損傷，転倒及び落下に至らないよう構造

強度設計を行う。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。 

 

 

3.3 接続部の観点による設計 

 

建屋内外に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設を

対象に，別記 2②「耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部

における相互影響」の観点で，上位クラス施設の安全機能及び重

大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう下位クラ

ス施設を設計する。 

上位クラス施設と下位クラス施設との接続部には，原則，Ｓクラ

スの隔離弁等を設置することにより分離し，事故時等に隔離され

るよう設計する。隔離されない接続部以降の下位クラス施設につ

いては，下位クラス施設が上位クラス施設の設計に用いる地震動

又は地震力に対して，内部流体の内包機能，機器の動的機能，構造

強度等を確保するよう設計する。又は，これらが維持されなくな

る可能性がある場合は，下位クラス施設の損傷と隔離によるプロ

セス変化により，上位クラス施設の内部流体の温度，圧力に影響

を与えても，支持構造物を含めて系統としての機能が設計の想定

範囲内に維持されるよう設計する。 

 

以上の設計方針のうち，内部流体の内包機能，機器の動的機能，構

造強度を確保するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響

の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波及

的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

3.4 損傷，転倒及び落下等の観点による建屋内施設の設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋内に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設を対

象に，別記 2③「建屋内における下位のクラスの施設の損傷，転倒

及び落下等による耐震重要施設への影響」の観点で，上位クラス

施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損

なわないよう下位クラス施設を設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の損

傷，転倒及び落下等を想定しても上位クラス施設に衝突しない程

度に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラ

ス施設の間に波及的影響を防止するために衝突に対する強度を有

する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性

がある位置に設置する場合には，下位クラス施設が上位クラス施

設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，下位クラス施設が

損傷，転倒及び落下等に至らないよう構造強度設計を行う。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒及

び落下等を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう

設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 記載の適正化とし

て，配管系に接続

されている機能維

持要求のある設備

を有していること

について明記した

ため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 

 

 

• 申請書間の整合を

図るため，「Ⅲ－１

－１ 耐震設計の基

本方針」に合わせ

た記載としてお

り，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

• 下位クラス施設側

の設計だけではな

いため表現を適正

化しており，記載

の差異により新た

な論減が生じるも

のではない。 

• 本資料内の整合を

図るため，3,4 項

に合わせた記載と

しており，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(5／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
 

 

 

 

 

 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，建屋外

の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による，耐震重要施設の

安全機能への影響 

 

 

波及的影響を考慮すべき下位クラス施設及びそれに適用する

地震動を「Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施

設の設備分類の基本方針」の第 2.4-１表及び第 2.4-2 表に示

す。これらの波及的影響を考慮すべき下位クラス施設は，耐震

重要施設の有する安全機能を保持するよう設計する。 

 

また，工事段階においても，耐震重要施設の設計段階の際に

検討した配置・補強等が設計どおりに施されていることを，敷

地全体及びその周辺を俯瞰した調査・検討を行うことで確認す

る。また，仮置資材等，現場の配置状況等の確認を必要とする

下位クラス施設についても併せて確認する。 

 

なお，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設に対する波及的影響については，「耐震重要施設」

を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設」に，「安全機能」を「重大事故等時に対処するために

必要な機能」に読み替えて適用する。 

 

以上の詳細な方針は，「Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基

本方針」に示す。 

 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス施設の損

傷，転倒及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう

設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス

施設」に，その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス

施設の耐震設計方針」に示す。 

 

3.5 損傷，転倒及び落下の観点による建屋外施設の設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋外に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設を対

象に，別記３(4)「建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に

よる耐震重要施設への影響」の観点で，上位クラス施設の安全機能及び重

大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう設計する。 

 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の損傷，転

倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離

をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラス施設の間に波及的影響

を防止するために衝突に対する強度を有する障壁を設置する。 

 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性があ

る位置に設置する場合には，上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地

震力に対して，下位クラス施設が損傷，転倒及び落下に至らないよう構造

強度設計を行う。 

 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。 

 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス施設の損

傷，転倒及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう

設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス

施設」に，その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス

施設の耐震設計方針」に示す。 

 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス施

設の損傷，転倒及び落下等を想定し，上位クラス施設の有する機

能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設

計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波及的影

響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

3.5 損傷，転倒及び落下等の観点による建屋外施設の設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋外に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設を対

象に，別記 2④「建屋外における下位のクラスの施設の損傷，転倒

及び落下等による耐震重要施設への影響」の観点で，上位クラス

施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損

なわないよう下位クラス施設を設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の損

傷，転倒及び落下等を想定しても上位クラス施設に衝突しない程

度に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラ

ス施設の間に波及的影響を防止するために衝突に対する強度を有

する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性

がある位置に設置する場合には，下位クラス施設が上位クラス施

設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，下位クラス施設が

損傷，転倒及び落下等に至らないよう構造強度設計を行う。 

 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒及

び落下等を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう

設計する。 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス施

設の損傷，転倒及び落下等を想定し，上位クラス施設の有する機

能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設

計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波及的影

響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

• 申請書間の整合を

図るため，「Ⅲ－１

－１ 耐震設計の基

本方針」に合わせ

た記載としたた

め，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

• 下位クラス施設側

の設計だけではな

いため表現を適正

化しており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

• 本資料内の整合を

図るため，3.5 項

に合わせた記載と

しており，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(6／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき構造強度等を

確保するように設計するものとして選定した下位クラス施設を以下に示

す。 

 

4.1  不等沈下又は相対変位の観点 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

 

上位クラス施設である燃料加工建屋について，波及的影響を及ぼ

すおそれのある下位クラス施設を確認した結果，地盤の不等沈下に

よる波及的影響の設計対象として選定する下位クラス施設はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 建屋間の相対変位による影響 

a．排気筒 

下位クラス施設である排気筒は，上位クラス施設である燃料加工建

屋に隣接していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動

又は地震力に伴う相対変位により衝突して，燃料加工建屋に対して波

及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計

対象とした。 

 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の相対

変位により，波及的影響を受けるおそれのある上位クラス施設を第

4.1-1 表に示す。 

 

第 4.1-１表 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設(相対変位) 

波及的影響を受けるおそれの

ある上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とする

下位クラス施設 

MOX 燃料加工建屋 排気筒 

 

 

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき，構造強

度等を確保するように設計するものとして選定した下位クラス施

設を以下に示す。 

 

4.1 不等沈下又は相対変位の観点 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

a. 土留鋼管矢板 

下位クラス施設である土留鋼管矢板は，上位クラス施設であ

る貯留堰に隣接しており，上位クラス施設の設計に適用する地

震動により地盤が不等沈下し波及的影響を及ぼすおそれが否定

できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

の不等沈下により，波及的影響を受けるおそれのある上位クラ

ス施設を表4-1 に示す。 

 

表4-1 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設（不等

沈下） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (2) 建屋間の相対変位による影響 

a. タービン建屋，サービス建屋 

下位クラス施設であるタービン建屋，サービス建屋は，上位

クラス施設である原子炉建屋に隣接していることから，上位ク

ラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う相対変位に

より衝突して，原子炉建屋に対して波及的影響を及ぼすおそれ

が否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

の相対変位により，波及的影響を受けるおそれのある上位クラ

ス施設を表4-2 に示す。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• 第１回申請では本

内容に該当する施

設が無いため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

•  

• 本内容について

は，補足説明資料

「【耐震機電 03】 

下位クラス施設の

波及的影響の検討

について（建物・

構築物，機器・配

管系）」にて示す。 

•（後次回申請におい

ても不等沈下の観

点で該当する上位

ク ラ ス 施 設 は な

い。） 

 

 

 

 

• 施設の違いによる

記載の差異はある

が，記載内容につ

いては発電炉と同

様であるため，新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

 

• 本内容について

は，補足説明資料

「【耐震機電 03】 

下位クラス施設の

波及的影響の検討

について（建物・

構築物，機器・配

管系）」に示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(7／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
 4.2  接続部の観点 

 

上位クラス施設である燃料加工建屋について,波及的影響を及ぼすお

それのある下位クラス施設を確認した結果，接続部の観点による波及的

影響の設計対象として選定する下位クラス施設はない。 

その他の上位クラス施設については，当該施設の申請に合わせて次回

以降に詳細を説明する。 

 

 

4.2 接続部の観点 

 

a. ウォータレグシールライン（残留熱除去系,高圧炉心スプレ

イ系及び低圧炉心スプレイ系） 

上位クラス施設である残留熱除去系配管,高圧炉心スプレイ

系配管及び低圧炉心スプレイ系配管に系統上接続されている下

位クラス施設のウォータレグシールライン（残留熱除去系,高圧

炉心スプレイ系及び低圧炉心スプレイ系）は，その損傷により，

上位クラス施設のバウンダリ機能の喪失の可能性が否定できな

い。 

このため，上位クラス施設の残留熱除去系配管,高圧炉心スプ

レイ系配管及び低圧炉心スプレイ系配管と系統上接続されてい

る下位クラス施設のウォータレグシールライン（残留熱除去系,

高圧炉心スプレイ系及び低圧炉心スプレイ系）を波及的影響の

設計対象とした。 

 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

との接続部の観点により，波及的影響を受けるおそれのある上

位クラス施設を表4-3 に示す。 

 

表4-3 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設（接続部） 

 

 

 

• 第１回申請では本

内容に該当する施

設が無いため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。後

次回申請の施設に

対する内容につい

ては後次回で比較

結果を示す。 

• 本内容について

は，補足説明資料

「【耐震機電 03】

下位クラス施設の

波及的影響の検討

について（建物・

構築物，機器・配

管系）」にて示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(8／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
 4.3  建屋内施設の損傷，転倒及び落下の観点 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 施設の損傷，転倒及び落下による影響 

上位クラス施設である燃料加工建屋については，建屋内施設の損傷，

転倒及び落下により波及的影響を及ぼすおそれはない。 

その他の上位クラス施設については，当該施設の申請に合わせて次回

以降に詳細を説明する。 

 

 

4.3 建屋内施設の損傷，転倒及び落下等の観点 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 施設の損傷，転倒及び落下等による影響 

a. 燃料取替機，原子炉建屋クレーン 

下位クラス施設である燃料取替機及び原子炉建屋クレーン

は，上位クラス施設である使用済燃料プール，使用済燃料貯

蔵ラック等の上部に設置していることから，上位クラス施設

の設計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒又は落下によ

り，使用済燃料プール，使用済燃料貯蔵ラック等に衝突し波

及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影

響の設計対象とした。 

 

b. チャンネル着脱機，制御棒貯蔵ラック及び制御棒貯蔵ハンガ 

下位クラス施設であるチャンネル着脱機，制御棒貯蔵ラッ

ク及び制御棒貯蔵ハンガは，上位クラス施設である使用済燃

料プール内に設置していることから，上位クラス施設の設計

に適用する地震動又は地震力に伴う転倒又は落下により，使

用済燃料プール及び使用済燃料貯蔵ラックに波及的影響を及

ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象

とした。 

 

c. 使用済燃料乾式貯蔵建屋クレーン 

下位クラス施設である使用済燃料乾式貯蔵建屋クレーン

は，上位クラス施設である使用済燃料乾式貯蔵容器の上部に

設置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地

震動又は地震力に伴う転倒又は落下により，使用済燃料乾式

貯蔵容器に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

d. 原子炉遮蔽 

下位クラス施設である原子炉遮蔽は，上位クラス施設であ

る原子炉圧力容器に隣接していることから，上位クラス施設

の設計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，原子

炉圧力容器に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の検討対象とした。 

 

e. 原子炉ウェル遮蔽ブロック 

下位クラス施設である原子炉ウェル遮蔽ブロックは，上位

クラス施設である原子炉格納容器の上部に設置していること

から，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に

伴う落下により，原子炉格納容器に衝突し波及的影響を及ぼ

すおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象と

した。 

 

 

• 本資料内の整合を

図るため，3.4 項

に合わせた記載と

しており，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 

 

• 第１回申請では本

内容に該当する施

設が無いため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。後

次回申請の施設に

対する内容につい

ては後次回で比較

結果を示す。 

• 本内容について

は，補足説明資料

「【耐震機電 03】 

下位クラス施設の

波及的影響の検討

について（建物・

構築物，機器・配

管系）」にて示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(9／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
f. 格納容器機器ドレンサンプ 

下位クラス施設である格納容器機器ドレンサンプは，上位

クラス施設である格納容器床ドレンサンプ及び導入管の近傍

に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用する

地震動又は地震力に伴う転倒により，格納容器床ドレンサン

プ及び導入管に波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。

このため波及的影響の設計対象とした。 

 

g. 中央制御室天井照明 

下位クラス施設である中央制御室天井照明は，上位クラス

施設である緊急時炉心冷却系操作盤，原子炉補機操作盤等の

上部に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用

する地震動又は地震力に伴う落下により，緊急時炉心冷却系

操作盤，原子炉補機操作盤等に衝突し波及的影響を及ぼすお

それが否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

h. 使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋 

下位クラス施設である使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋は，上

位クラス施設である使用済燃料乾式貯蔵容器の上部に設置し

ていることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う落下により，使用済燃料乾式貯蔵容器に衝突

し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及

的影響の設計対象とした。 

 

i. 耐火障壁 

下位クラス施設である耐火障壁は，上位クラス施設である

パワーセンタ，125V 系蓄電池及び可燃性ガス濃度制御系再結

合器等に隣接して設置していることから，上位クラス施設の

設計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，125V 系

蓄電池及び可燃性ガス濃度制御系再結合器等に衝突し波及的

影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の

設計対象とした。 

 

 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施

設の損傷，転倒及び落下等により波及的影響を受けるおそれ

のある上位クラス施設を表4-4 に示す。 

 

• 第１回申請では本

内容に該当する施

設が無いため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。後

次回申請の施設に

対する内容につい

ては後次回で比較

結果を示す。 

• 本内容について

は，補足説明資料

「【耐震機電 03】

下位クラス施設の

波及的影響の検討

について（建物・

構築物，機器・配

管系）」にて示す。 
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